
16� 平成27年１月号

イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

保
険
・
年
金

福
祉
・
医
療

保　
健

①
１
月
５
日（
月
）か
ら
彦
島
保
健
セ
ン 

タ
ー（
☎
２６６-

０
１
１
１
）、
②
１
月
１６
日 

（
金
）か
ら
唐
戸
保
健
セ
ン
タ
ー（
☎
２３１- 

１
２
３
３
）、
③
１
月
５
日（
月
）か
ら
山

陽
保
健
セ
ン
タ
ー（
☎
２４６-

３
８
８
５
）へ
。

■問
こ
ど
も
保
健
課（
☎
２３１
１
４
４
７
）

不
妊
専
門
相
談

■対
市
内
在
住
の
方　
■日
１
月

２９
日（
木
）午
後
２
時
～
４
時

■所
市
役
所
本
庁
舎
新
館
３
階

■定
４
人（
先
着
順
）　
■申
１
月
５
日
～
２8

日
に
、直
接
か
電
話
で
成
人
保
健
課
へ
。

■問
成
人
保
健
課（
☎
２３１-

１
４
４
６
）

健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

1
大
腸
が
ん
検
診（
年
度
内
１
回
受
診
可
）

■対
市
内
在
住
の
満
４０
歳
以
上
の
方　
■内

検
便（
便
潜
血
検
査
）　
■料
３００
円　
■申
各

協
力
医
療
機
関
、
唐
戸
保
健
セ
ン
タ
ー

（
☎
２３１-

１
２
３
３
）、
新
下
関
保
健
セ

ン
タ
ー（
☎
２６３-

６
２
２
２
）、
山
陽
保

健
セ
ン
タ
ー（
☎
２４６-

３
８
８
５
）、
彦

島
保
健
セ
ン
タ
ー（
☎
２６６-

０
１
１
１
）へ
。

2
前
立
腺
が
ん
検
診（
年
度
内
１
回
受
診
可
）

■対
市
内
在
住
の
満
５０
歳
以
上
の
男
性　

■内
国
際
前
立
腺
症
状
ス
コ
ア
判
定
、
血

液
検
査　
■料
１
０
０
０
円　
■申
各
協
力

医
療
機
関
へ
。

3
胃
が
ん
検
診（
年
度
内
１
回
受
診
可
）

■対
市
内
在
住
の
満
４０
歳
以
上
の
方　
■内

協
力
医
療
機
関
＝
胃
部
エ
ッ
ク
ス
線
検

査（
直
接
撮
影
）か
胃
内
視
鏡
検
査
を
選

択　
■料
２
４
０
０
円　
■申
各
協
力
医
療

機
関
へ
。
▼
胃
検
診
車
で
受
け
る
場
合

認
知
症
相
談
会

■日
■所
①
１
月
２９
日（
木
）＝
新
下
関
保
健

セ
ン
タ
ー（
☎
２６３-

６
２
２
２
）、
②
１
月

３０
日（
金
）＝
豊
浦
保
健
セ
ン
タ
ー（
☎
７７２-

４
０
２
２
）　
■定
各
３
人（
先
着
順
）　
■申

直
接
か
電
話
で
、
各
会
場
へ
。

■問
成
人
保
健
課（
☎
２３１-

１
９
３
５
）

心
の
健
康
相
談

　
精
神
科
医
が
相
談
を
受
け
ま
す
。

■所
■日
①
豊
浦
保
健
セ
ン
タ
ー

＝
１
月
２１
日（
水
）　
②
市
役

所
本
庁
舎
新
館
３
階
＝
１
月

２３
日（
金
）　
▽
い
ず
れ
も
午

後
１
時
～
３
時

■申
■問
成
人
保
健
課（
☎
２３１-

１
４
１
９
）

母
親
学
級

■対
妊
娠
中
の
方　
■日
１
月

１６
・
２３
日
の
午
後
１
時
３０

分
～
３
時
３０
分（
２
回
）　

■所
新
下
関
保
健
セ
ン
タ
ー　
■内
▽
１６
日

＝
妊
婦
さ
ん
の
食
事
、
妊
娠
中
の
過
ご

し
方
、
出
産
の
は
な
し　
▽
２３
日
＝
歯

の
は
な
し
、
赤
ち
ゃ
ん
の
育
て
方　
■師

保
健
師
、
栄
養
士
、
歯
科
衛
生
士　
■持

母
子
健
康
手
帳

■問
こ
ど
も
保
健
課（
☎
２３１-
１
４
４
７
）

育
児
学
級

●
離
乳
食
編

■対
生
後
４
カ
月
～
６
カ
月
ご

ろ
の
赤
ち
ゃ
ん
と
保
護
者　

■日
■所
①
２
月
４
日（
水
）＝
彦

島
公
民
館
、
②
２
月
１７
日（
火
）＝
北
部

公
民
館　
▽
い
ず
れ
も
午
前
１０
時
～
１１

時
４５
分
ご
ろ　
■内
離
乳
食
、
育
児
に
つ

い
て　
■料
１００
円　

●
子
育
て
編

■対
生
後
８
カ
月
～
１
歳
ご
ろ
ま
で
の
赤 

ち
ゃ
ん
と
保
護
者　
■日
③
１
月
２8
日（
水
）

午
前
１０
時
～
１１
時
４５
分
ご
ろ　
■所
長
府

東
公
民
館　
■内
歯
、
育
児
に
つ
い
て　

※
無
料

■共
■定
２０
組（
予
約
制
）　
■共
■申
電
話
で
、 

＝
胃
部
エ
ッ
ク
ス
線
検
査（
間
接
撮
影

／
予
約
制
）　
■所
■日
①
新
下
関
保
健
セ
ン

タ
ー
＝
２
月
１７
日（
火
）　
②
彦
島
保
健
セ

ン
タ
ー
＝
２
月
２５
日（
水
）　
▽
い
ず
れ

も
午
前
９
時
か
ら　
■料
１
０
０
０
円　

■申
①
２
月
９
日（
月
）ま
で
、
②
２
月
１６

日（
月
）ま
で
に
、
下
関
市
医
師
会（
☎

２５２-

２
１
８
８
）へ
。
※
胸
部
健
康
診
断

（
無
料
／
予
約
不
要
）も
併
せ
て
実
施（
午

前
９
時
～
１１
時
３０
分
）※
協
力
医
療
機
関

名
や
そ
の
他
詳
細
は
、
成
人
保
健
課（
☎

２３１-

１
９
３
５
）へ

4
肺
が
ん
検
診（
た
ん
の
検
査
）

■対
満
５０
歳
以
上
で
た
ば
こ
を
多
く
吸
う

方　
■料
５００
円　
■日
１５
㌻
の
胸
部
健
康
診

断
の
日
時
参
照　
■申
直
接
会
場
で
。

5
子
宮
が
ん
検
診（
年
度
内
１
回
受
診
可
）

■対
市
内
在
住
の
満
２０
歳
以
上
の
女
性　

■内
内
診
、
細
胞
診（
け
い
部
の
み
か
、

け
い
部
・
体
部
）※
体
部
は
医
師
が
必
要

と
判
断
し
た
場
合　
■料
▽
け
い
部
の
み

＝
１
２
０
０
円　
▽
け
い
部
・
体
部
＝

２
０
０
０
円　
■申
各
協
力
医
療
機
関
へ
。

6
乳
が
ん
検
診

■対
市
内
在
住
で
満
４０
歳
以
上
の
偶
数
年

齢
の
女
性　
■内
視
診
、
触
診
、
乳
房
エ 

ッ
ク
ス
線
検
査（
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
検
査
）

■料
１
７
０
０
円　
■申
各
協
力
医
療
機
関
へ
。

7
若
年
基
本
健
康
診
査（
年
度
内
１
回
受

診
可
）

■対
市
内
在
住
の
満
１8
歳
～
３９
歳
の
方　

※
昭
和
５０
年
３
月
３１
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
方
は
特
定
健
診
の
対
象
の
た
め
除
く

■日
１
月
１９
・
２６
日
の
午
前
９
時
３０
分
～

１０
時
３０
分　
■所
唐
戸
保
健
セ
ン
タ
ー　

■内
診
察
、
身
体
計
測
、
血
圧
測
定
、
尿

検
査
、
血
液
検
査（
貧
血
・
肝
機
能
・
コ

レ
ス
テ
ロ
ー
ル
・
腎
機
能
・
糖
尿
病
ス

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
）　
■定
２０
人（
予
約

制
）　
■料
１
２
０
０
円　
■申
成
人
保
健
課
へ
。

8
骨
粗
し
ょ
う
症
検
診

■対
市
内
在
住
の
満
２０
・
２５
・
３０
・
３５
・

４０
・
４５
・
５０
・
５５
・
６０
・
６５
・
７０
歳
の

女
性　
■日
１
月
１９
・
２６
日
の
午
前
９
時

３０
分
～
１０
時
３０
分　
■所
唐
戸
保
健
セ
ン

タ
ー　
■内
問
診
、
骨
量
測
定　
■定
１５
人

（
予
約
制
）　
■料
３００
円　
■申
成
人
保
健
課
へ
。

●
自
己
負
担
金
免
除
制
度

　
大
腸
が
ん
・
胃
が
ん
・
肺
が
ん
・
子

宮
が
ん
・
乳
が
ん
検
診
の
対
象
者
で
、

次
の
①
～
④
に
該
当
の
方
は
、
無
料
で

受
診
で
き
ま
す
。

■対
①
７０
歳
以
上
の
方（
乳
が
ん
検
診
は
受

診
時
に
偶
数
年
齢
の
方
）　
②
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
の
方　
③
生
活
保
護

受
給
世
帯
の
方　
④
市
民
税
非
課
税
世

帯
の
方　
■持
①
年
齢
が
確
認
で
き
る
物

②
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証　
③

生
活
保
護
受
給
者
証　
④
世
帯
の
非
課

税
証
明
書
か
成
人
保
健
課
発
行
書
類（
事

前
に
成
人
保
健
課
へ
申
請
が
必
要
）

●
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
を
無
料
で

■対
市
内
在
住
で
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
を

受
け
た
こ
と
の
な
い
方　
■期
平
成
２７
年

３
月
３１
日（
火
）ま
で　
■所
市
内
の
協
力

医
療
機
関
か
唐
戸
保
健
セ
ン
タ
ー　
※

唐
戸
保
健
セ
ン
タ
ー
は
日
に
ち
指
定
予

約
制（
１
月
１９
・
２６
日
）　
■内
Ｃ
・
Ｂ
型

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査（
血
液
検
査
）※
協

力
医
療
機
関
で
受
診
の
場
合
、
必
ず
成

育児・健康相談（１月）
■日下表の通り　■内▷相談担当者＝保健師
など　※育児相談は母子健康手帳を持参
■問育児相談＝こども保健課（☎２３１-１４４７）、
健康相談＝成人保健課（☎２３１-１９３５）
育…育児相談　健…健康相談、
骨…骨量測定

場　　所 日 曜
10：00

〜

12：00

13：00

〜

15：00
新下関保健センター 6 火 育

１0：00～１１:３0

小 月 公 民 館 8 木 育

豊北保健福祉センター ９ 金 育

六連島漁村センター ９ 金 健
豊田子育て支援センター １３ 火 育

宇 賀 児 童 館 １４ 水 育
１0：１５～１１:00

唐戸保健センター ２１ 水 育

山陽保健センター ２３ 金 育

子育て広場つくしんぼ ２３ 金 育

豊浦保健センター ２９ 木 健・骨
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…対象　　…日時　　…期間　　…場所　　…内容　　…講師　　…定員
…参加費など　　…持参する物　　…申込方法　　…共通事項　　…問合先

イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

保
険
・
年
金

福
祉
・
医
療

保　
健

乳がん・子宮けいがん
大腸がん・前立腺がん
検診はお済みですか？

　乳がん・子宮
けいがん・大腸
がん・前立腺が
ん検診を無料で受診できる
クーポン券を、昨年６月に
対象年齢の方に送付してい
ます。使用期限は３月３１日

（火）です。年度末は検診希
望者が集中し、受診できな
い場合がありますので、早
めの受診を。検診日は各協
力医療機関に必ず問い合わ
せてください。
■問成人保健課（☎231-1935）

人
保
健
課
発
行
の
受
診
票
を
持
参　
■申

成
人
保
健
課
へ
。

■問
成
人
保
健
課（
☎
２３１-

１
９
３
５
）

幼
児
食
歯
っ
ぴ
ー
教
室

■対
市
内
在
住
の
１
歳
６
カ
月
～

３
歳
児
と
保
護
者　
■日
２
月
４

日（
水
）午
前
１０
時
４５
分
～
正
午

■所
唐
戸
保
健
セ
ン
タ
ー　
■内
栄
養
士
・

歯
科
衛
生
士
の
講
話
、
幼
児
食
の
試
食

（
昼
食
例
）　
■定
１５
組（
先
着
順
）　
■料
２００

円　
■持
母
子
健
康
手
帳
、
仕
上
げ
磨
き

用
歯
ブ
ラ
シ
、
タ
オ
ル　
■申
実
施
日
の

２
日
前
ま
で
に
、
電
話
で
保
健
総
務
課

（
☎
２３１-

１
４
０
８
）へ
。

■問
こ
ど
も
保
健
課（
☎
２３１-

１
４
４
７
）

骨
髄
バ
ン
ク
ド
ナ
ー
登
録

　
白
血
病
な
ど
の
血
液
難

病
の
患
者
を
救
う
た
め
、

毎
月
骨
髄
バ
ン
ク
ド
ナ
ー

登
録
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

■対
１8
歳
～
５４
歳
の
健
康
な
方（
骨
髄
提

供
は
２０
歳
か
ら
）　
■日
１
月
１９
日
、
２
月

２
日
、
３
月
２
日
の
午
前
９
時
１５
分
～

１１
時　
■所
唐
戸
保
健
セ
ン
タ
ー　
■申
電

話
で
予
約
を
。

■問
成
人
保
健
課（
☎
２３１-

１
４
４
６
）

福
祉・医
療

高
齢
者
の
障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
を
交
付
し
ま
す

　
所
得
税
法
・
地
方
税
法

上
の
障
害
者
控
除
対
象
者

で
あ
る
こ
と
の
認
定
書
を

交
付
し
ま
す
。

■対
平
成
２６
年
１２
月
３１
日
現
在
、
精
神
や

身
体
に
障
害
が
あ
り
、
身
体
障
害
者
手

帳
な
ど
を
持
っ
て
い
な
い
６５
歳
以
上
の

高
齢
者
の
う
ち
、
要
介
護
・
要
支
援
認

定
を
受
け
て
い
る
方
や
寝
た
き
り
の
方

で
、
基
準
に
該
当
す
る
方　
■持
介
護
保

険
被
保
険
者
証
、
印
鑑　
※
親
族
の
方

が
申
請
す
る
場
合
は
、
親
族
の
方
の
印

鑑
、
身
分
証
明
書
も
必
要　
■申
１
月
１５

日（
木
）か
ら
、
い
き
い
き
支
援
課
、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課
、
本
庁
の
各
支

所
へ
。

■問
い
き
い
き
支
援
課（
☎
２３１-

１
３
４
０
）

病
児
保
育

　
子
ど
も
が
病
気
の
時
に
、

保
護
者
が
仕
事
な
ど
の
理
由

で
家
庭
で
保
育
で
き
な
い
場

合
、
一
時
的
に
預
か
り
ま
す
。

※
連
続
の
利
用
は
原
則
７
日
以
内

■対
０
歳
～
小
学
３
年
生
ま
で
の
病
気
の

子
ど
も　
■日
月
曜
日
～
金
曜
日
＝
午
前

８
時
～
午
後
６
時
、
土
曜
日
＝
午
前
８

時
～
午
後
２
時　
※
日
曜
日
、
祝
日
、

お
盆
、
年
末
年
始
は
利
用
不
可　
■所
す

こ
や
か
ル
ー
ム（
う
め
だ
小
児
科
／
☎
２４５-

５
６
９
１
）、
わ
か
ば
病
児
保
育
所（
昭

和
病
院
／
☎
２３３-

０
５
４
８
）、
お
ひ
さ

ま
キ
ッ
ズ
ハ
ウ
ス（
青
葉
こ
ど
も
ク
リ
ニ

ッ
ク
／
☎
２５６-

２
８
６
５
）、
病
児
保
育

室
こ
こ
い
え（
か
ね
は
ら
小
児
科
／
☎
２５０-

９
８
７
６
）　
■料（
１
日
）　
▽
市
民
税
課

税
世
帯
…
２
０
０
０
円　
▽
市
民
税
非

課
税
世
帯
・
生
活
保
護
世
帯
…
１
０
０ 

０
円　
■申
事
前
に
登
録
申
請
書
の
提
出

を
。
※
利
用
の
時
は
、
病
児
保
育
指
示

書（
病
院
で
の
診
察
の
際
に
も
ら
っ
て
く

だ
さ
い
）が
必
要

■問
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
２３１-

１
３
５
３
）

緊
急
通
報
装
置
の
設
置

　
簡
単
な
操
作
で
通
報
で
き
る
緊
急
通

報
装
置
を
設
置
し
、
緊
急
時
の
迅
速
な

対
応
を
可
能
に
し
ま
す
。

■対
６５
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
の
方
、
高

齢
者
の
み
の
世
帯
、
一
人
暮
ら
し
の
重

度
身
体
障
害
が
あ
る
方
な
ど
で
、
次
の

全
て
の
要
件
を
満
た
す
方　
▽
市
内
に

居
住
し
、
在
宅
で
生
活
し
て
い
る　
▽

既
往
症（
心
筋
梗
塞
、
脳
出
血
等
）な
ど

に
よ
り
、
緊
急
時
の
対
応
が
必
要
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る　
■内
利
用
者
負
担　

▽
住
民
税
課
税
世
帯
＝
月
額
５４０
円　
▽

住
民
税
非
課
税
世
帯
＝
無
料

■問
い
き
い
き
支
援
課（
☎
２３１-

１
３
４
０
）

ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト

　
「
ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト
」と

は
絵
本
を
介
し
て
赤
ち
ゃ

ん
と
周
り
の
大
人
が
心
安

ら
ぐ
楽
し
い
語
り
合
い
の

ひ
と
と
き
を
持
つ
こ
と
を

応
援
す
る
運
動
で
す
。
１
冊
目
の
絵
本

は
、
地
区
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員
、

主
任
児
童
委
員
に
よ
る
各
家
庭
訪
問
の

際
に
、
２
冊
目
の
絵
本
は
１
歳
６
カ
月

児
健
康
診
査
の
会
場
で
、
絵
本
の
読
み

聞
か
せ
を
行
い
お
渡
し
し
ま
す
。

■問
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
２３１-

１
３
５
３
）、

菊
川
図
書
館（
☎
２8７-

０
１
０
２
）、
豊

田
図
書
館（
☎
７６６-

３
４
３
２
）、
豊
浦

図
書
館（
☎
７７５-

４
１
８
０
）、
豊
北
図

書
室（
☎
７8２-

１
７
１
８
）

保
険・年
金

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
▽
菊
川（
☎
２8７-

４
０
０
３
）

　
▽
豊
田（
☎
７６６-

２
１
８
０
）

　
▽
豊
浦（
☎
７７２-

４
０
２
３
）

　
▽
豊
北（
☎
７8２-

１
９
２
２
）

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を

希
望
す
る
方
は
認
定
申
請
を

■対
市
内
に
住
所
が
あ
る
、
昭

和
２５
年
２
月
１
日
以
前
に
生

ま
れ
た
方
で
、
日
常
生
活
に

介
護
が
必
要
な
た
め
介
護
保
険
の
サ
ー

ビ
ス
を
希
望
す
る
方　
■持
介
護
保
険
被

保
険
者
証　
■申
介
護
保
険
課
、
各
総
合

支
所
市
民
生
活
課
、本
庁
の
各
支
所
へ
。

■問
介
護
保
険
課（
☎
２３１-

３
１
８
４
）

　老齢基礎年金や老齢厚生年
金などの老齢年金を受けてい
る方に、昨年中に支払われた
年金の総額や年金から差し引
かれた所得税などをお知らせ
するため、日本年金機構が１
月下旬までに源泉徴収票を送
付します。
　障害年金・遺族年金は課税
の対象になっていないため、源
泉徴収票は発行していません。
■問下関年金事務所（☎222-
5587）、市保険年金課（☎
231-1931）、各総合支所市
民生活課

老齢年金の源泉徴収票を
送付します


